


は じ め に

本市では、「ひとり親家庭の一人ひとりが安心して暮らせ、子育て  

の喜びが実感できるまち」を基本目標として、ひとり親家庭の自立 

支援策を推進し、子育てや生活支援等の諸施策を総合的に展開する 

ため、平成 18 年３月と平成 23 年３月、平成 28年３月の３次にわた 

り東大阪市ひとり親家庭自立促進計画を策定し、ひとり親家庭への 

さまざまな支援を進めてまいりました。 

しかしながら、ひとり親家庭の世帯数は微減傾向にあるものの、 

多種多様な支援を必要とする世帯が増加しています。また、地域 

コミュニティの希薄化などにより、子育ての孤立感・負担感が増加 

するなど、ひとり親家庭を取り巻く環境はさらに厳しい状況にあることに加え、新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響により、子育てに対する負担の増加や収入の減少など、より大きな困難が心

身等に生じていると考えております。 

さらに、本市の実態として、東大阪市子どもの未来応援プランの策定時に実施をしました「子

どもの生活に関する実態調査」において、相対的貧困世帯のうち、母子世帯が４５．３％、父子

世帯が５．３％を占め、ひとり親家庭が相対的貧困世帯の半数程度を占めている状況も見えてき

ました。これからのひとり親世帯への支援については、今までのようにひとり親家庭の親への支

援に重点を置いた取り組みだけではなく、充分な教育の機会を得られないことや、親から子ども

へと世代間で貧困が続く「貧困の連鎖」の防止など、子どもの貧困への対策についても、重要な

要素になってくると考えております。 

今後のひとり親家庭の支援については、子どもの貧困対策にも視点を重く置き、東大阪市子ど

もの未来応援プランとの整合性を図りつつ、国が打ち出す子供の貧困対策に関する大綱にある重

点的支援方針である「教育の支援」「生活の支援」「保護者に対する就労の支援」「経済的な支援」

に沿ってさまざまな施策・事業を体系化し、関係機関と連携を図りながら、第３次東大阪市ひと

り親家庭自立促進計画において重点施策に位置づけていた事業を引き続き推進し、総合的にひと

り親家庭に対する施策に取り組んでまいります。 

 結びに、本計画の策定にあたり、ご協力をいただきました関係機関および団体の皆様並びに東

大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会の委員の皆様に、心から感謝を申し上げます。 

令和３年３月

東大阪市長 野 田 義 和
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